
救急車要請時の対応について

長崎市消防局 指令課
ＴＥＬ：095-822-0461（直通）



研修内容

・過去１０年間の救急件数と高齢者救急傷病者数

・１１９番通報時の指令員とのやり取り（通報要領・要請時の
対応・口頭指導）

・応急手当要領（胸骨圧迫、異物除去法、 止血法等）

・事業所の方へのお願い

・＃７１１９長崎県救急安心センター



高齢化などの影響により全国的に救急件数は増加傾向にあり、全年齢層の搬
送者数の約７割を占める高齢者への対応は喫緊の課題である。

過去１０年間の救急件数と救急搬送人員（全年齢層）に占
める高齢者搬送人員（６５歳以上）

24,801 25,741 26,120 25,539 24,517 25,729
28,788 29,101 29,058 29,297

22,322 23,210 23,124 22,483 21,853 22,944
25,117 25,075 24,960 25,255

14,133 15,090 15,263 15,048 14,986 15,850
17,565 17,459 17,735 17,885
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１１９番通報時の指令員とのやりとり①（通報要領）

★指令員が以下のようなことを聞きます
ので回答して下さい。

①「場所」⇒「〇〇市〇〇町〇番〇号」

②「施設名」⇒「〇〇施設」

③「どのような状態」⇒「急に〇〇歳の男
が倒れました」

④「意識と呼吸」⇒「意識と呼吸はありま
す」

⑤「けが」⇒「けがはありません」

⑥「いつから」⇒「〇〇頃から」

⑦「症状」⇒「息苦しさがあります」

例） 急病の場合

⑧「かかりつけ」⇒「〇〇医院、〇〇病院」

⑨「病歴」⇒「心疾患及び糖尿病」

⑩「搬送先の手配や情報提供をしていただく
よう主治医へ連絡」⇒「わかりました」

⑪「意識と呼吸を確認し、必要があれば胸骨
圧迫」⇒「わかりました」

⑫「AEDの使用」⇒「わかりました」

⑬「あなたの名前」⇒「私は〇〇です」

⑭「あなたの職種」⇒「〇〇職です」



119番通報時の指令員とのやりとり②（要請時の対応）

契約している医師がいる場合は、搬送先病院を
決めていただき、症状など事前に病院へ連絡を
お願いします。

既往歴や症状などを、かかりつけ医師から搬送
先病院へ連絡することで、傷病者を円滑に搬送
することに繋がりますので、御協力をお願いしま
す。



事業者の看護師、介護士の方が応急手当を

行ってください。

看護・介護職以外の方で応急手当ができない

場合は指令員が電話で要領を説明します。

【応急手当】
・ 胸骨圧迫
・ 気道異物除去法（窒息解除）
・ 止血法 等

１１９番通報時の指令員とのやりとり③（口頭指導）



応急手当要領

（２）異物除去法・止血法等（１）胸骨圧迫

対象 圧迫の部位 圧迫の方法 圧迫の程度 圧迫の速さ

成人 胸の真ん中 両手で
約５cm       

（６cm以上
圧迫しない)

100～120
回/分



事業所の方へのお願い
（救急隊に渡す情報提供書の事前作成について）

近年、高齢者施設からの救急要請が多くなっています。
そこで、施設職員の方と救急隊が円滑に情報共有できるよ
うに情報提供書というものがあります。施設利用者の方を
少しでも早く病院へ搬送するため、次のQRコードを読み込
み、フローチャートの確認と情報提供書の事前作成に御協
力をお願いします。



＃７１１９長崎県救急安心センター

令和６年８月１日から＃７１１９
長崎県救急安心センターが開
始されました。

これは、急な病気や怪我の相
談に医師や看護師が電話で２４
時間３６５日対応しています。

また、夜間や休日の医療機関
の案内も実施しています。


